
ｅラーニング方式による運行管理者等指導講習 受講助成金交付要領 

 

１．事業趣旨 

一般社団法人滋賀県トラック協会（以下「滋ト協」という。）は、貨物自動車運

送事業輸送安全規則に基づき、独立行政法人自動車事故対策機構が実施するｅラ

ーニング方式による運行管理者等指導講習（以下「ｅナスバ」という。）について

滋ト協会員の運行管理者等が受講した場合に、その受講料に対して助成金を交付

する。 

ただし、滋賀県内の事業所に勤務する運行管理者等が受講された場合に限る。 

 

 

２．対象講習及び助成交付額 

（１）基礎講習（ｅナスバ）受講料の全額 

（２）一般講習（ｅナスバ）受講料の全額 

ただし、テキスト配送料は会員負担とする。 

 

 

３．ｅナスバ受講料助成金申請方法等 

「ｅナスバ助成金交付申請書」に以下の書類を添付し、滋ト協宛に助成金交付

申請を行うこととする。 

① 「ｅラーニングによる運行管理者等受講者名簿兼在職証明書」 

② 「修了証明書（写）」 

③ 受講料の支払いが確認できる領収書の写し（領収書の宛名は会社名義に限る） 

 

 

４．申請期間 

令和８年４月１日(水)～令和９年３月１０日（水）必着とする。 

 

 



令和８年度ｅラーニング方式による 

運行管理者等指導講習受講助成金交付要綱 

 

令和８年４月１日 

一般社団法人 滋賀県トラック協会 

 

(目 的) 

第１条 一般社団法人滋賀県トラック協会（以下「滋ト協」という。）は、運行管理者等指

導講習のオンライン化に対応するため、会員事業者（以下「会員」という。）に所属

する運行管理者等がオンラインにより、当該講習を受講する際の助成を行うことによ

り、事業者の利便性向上を目的とする。 

 

(資格・要件) 

第２条 助成対象となる者は、次の各号いずれにも該当するものとする。  

  （１）滋ト協の会員であること 

  （２）滋ト協に対する会費の滞納がないこと 

  （３）当該事業者が滋賀県内の営業所に勤務する運行管理者であること 

 

（助成対象）  

第３条 令和８年４月１日(水)から令和９年２月末までの間に受講を修了し、かつ受講料の

支払いが完了したものに対して、全額助成を行うものとする。ただし、講習テキスト

の送料については助成対象としない。 

    なお、３月中に受講が修了したものは、次年度に申請できるものとする。 

 

（助成対象講習及び助成額）  

第４条 助成対象となる講習は、独立行政法人自動車事故対策機構が実施する e ラーニン

グ方式による運行管理者基礎講習及び一般講習受講料の全額とする。  

ただしテキスト配送料は助成対象外とする。 

 

 （助成金の交付申請） 

 第５条 助成金の交付を受けようとする会員は、「ｅナスバ助成金交付申請書（様式１）」

に次に揚げる書類を添付し、滋ト協会長に対して助成金交付申請を行うこととする。 

①「ｅラーニングによる運行管理者等受講者名簿兼在職証明書（様式２）」 

②「修了証明書（写）」 

③ 受講料の支払いが確認できる領収書の写し（領収書の宛名は会社名義に限る） 

申請受付期日は令和９年３月１０日(水)必着とする。 

 



 

（助成金の交付）  

第６条 滋ト協は、前条の助成金交付申請書及び関係書類の提出があったときは、その内容

を審査し、条件に適合すると認めたときは助成金を交付する。  

 

（助成金の返還） 

 第７条 滋ト協は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に対し既に交付した助成

金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる。  

（１）この要綱その他滋ト協が定める事項に違反したとき  

（２）虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき  

前項の規定により返還を命じられた事業者については、滋ト協が行う助成事業すべて

に係る申請について、原則として当分の間、受付又は交付決定を行わないものとする。  

 

（その他必要な事項） 

 第８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関するその他の必要事項は、専

門委員会で協議し、理事会をもって決定する。 

 

 

（附則） 第１条 本要綱は令和８年４月１日(水)より適用する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

 

 

【指定機関】 

 

 

１．助成対象となる指定機関・問い合わせ先 

独立行政法人 自動車事故対策機構 ナスバ安全指導部 

 TEL：０３－５６０８－７６４１ 

 

 

２．eナスバ申込方法 

独立行政法人自動車事故対策機構のホームページ（下記 URL）から申込み方法等

を確認の上、会員事業者が直接申込むこと。 

   

https://www.nasva.go.jp/fusegu/elearning.html#an04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nasva.go.jp/fusegu/elearning.html#an04


（様式１） 

   年   月   日 

（一社）滋賀県トラック協会 会長 殿 

住    所  

事 業 者 名  

代 表 者 名               ㊞ 

＊代表者印をご捺印ください 

担 当 者 名  

TEL / FAX  

令和８年度 ｅナスバ助成金交付申請書  

運行管理者等指導講習受講助成金交付要綱第５条に基づき、助成金の交付について下記の

とおり申請いたします。 

                     記 

 

１．助成金申請額                 円  ※テキスト配送料は助成対象外 

内訳 （基礎講習＠          円×     名 、計.                円） 

       （一般講習＠          円×     名 、計.                円） 

２．振込先 

金融機関 
 

支 店 名 
 

口座種別 当座 ・ 普通 口座番号  

フリガナ  

口座名義 
 

助成金の振込先口座は、個人名義の口座ではなく、必ず申請事業者名義の口座を 

ご指定ください。ご提出いただいた口座情報が申請事業者と異なる場合、助成金の 

振込はできませんのでご注意ください。 

３．添付書類 

①「eラーニングによる運行管理者等受講者名簿兼在職証明書」(様式２)  

② 修了証明書（写） 

③ 受講料の支払いが確認できる領収書の写し（領収書の宛名は会社名義に限る） 



（様式２） 

ｅラーニングによる運行管理者等受講者名簿兼在職証明書 

 【支店・営業所名：           】 

No 氏   名 受 講 修 了 日 受 講 種 別 

１ 
 

  一般 ・ 基礎 

２ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

３ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

４ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

５ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

６ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

７ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

８ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

９ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

１０ 
 

 
 一般 ・ 基礎 

 

上記の者は、当社の県内事業所に在職している従業員であることを証明します。 

  年   月   日 

住  所  

 

事業者名 

 

代表者名                  ㊞ 

＊代表者印をご捺印ください 

 


